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山岸地区における緊急医療体制の整備計画と住民の対応策

について 

 平成 30年９月現在の山岸地区の高齢化率（65歳以上の割

合）は約 30.5％と市内平均 26.7％に比較して高い状況にあ

り医療機関に通院している割合も高い。 

 ９月岩手医科大学付属病院の矢巾町移転後の緊急医療体

制はどうなるのか。中央消防署山岸出張所の機能を活かし

た緊急車両の配備などを含め，病人発生時の緊急体制を地

域住民としてどのように考え行動することが最適な対応と

なるか，具体的に懇談・協議したい。 

 

市内の救急出動体制は，ＧＰＳを利用した新指令システ

ムの運用により，要請場所の直近の救急隊が出動する体制

としているほか，通報内容により，救急車が到着するまで

の間，応急処置が必要と判断される場合は，救急・救命処

置を行うための資器材を積載した水槽付ポンプ自動車が出

動し，救急支援活動を行う体制としております。 

今後の救急車の配備については，岩手医科大学附属病院

の移転に伴う，市内全体の救急活動の変化に応じた車両や

人員の配置などの検討をする必要があります。 

また, 急な病気や怪我に備えるため,救急救命講習の開

催にも引き続き取り組んでまいります。 

 

盛岡保健医療圏の救急医療体制としては，岩手医科大学

附属病院の矢巾移転後についても，直ちに命に係わる特に

症状の重い患者は，第三次救急医療機関である岩手医科大

学附属病院が引き続き受け入れます。搬送時間や，症状等

状況に応じ，第二次救急医療機関である岩手県立中央病院，

盛岡赤十字病院等において受け入れることとしておりま

す。 

 

※第三次救急医療：交通事故・全身やけどなど重篤なケガ

や病気を診療 

 第二次救急医療：入院や手術が必要な重症の患者を診療 

総務部 

消防対策室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健所 

企画総務課 
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２ 山岸地区の災害時の避難場所となっている山岸小学校及び

下小路中学校のトイレの洋式化・エアコン等の整備計画に

ついて 

 学校開放で日常的に使用借用している山岸小学校及び下

小路中学校の体育館等のトイレの臭気が劣悪な状況にある

中で，災害時緊急避難場所としてどのような運営をすれば

よいか，該当学校の大規模改修の計画状況とともに避難所

運営など各町内会との役割分担を具体的に懇談・協議した

い。 

 

 山岸小学校及び下小路中学校は，「指定緊急避難場所」と

「指定避難所」に指定されており，災害時における生活環

境確保の視点から，設備環境が整わない場合は，仮設のト

イレやエアコンを調達するなど，避難生活にできるだけ支

障が生じないよう努めてまいります。 

 また，避難所初動対応については，各町内会等の地域住

民の皆様には，市職員とともに，避難者の受入れや誘導，

食糧等生活必需品の配給などの御協力をお願いしたいと考

えております。 

 なお，市内全域に被害が及ぶような大規模災害時におい

ては，多くの避難所を開設する必要があり，長期の避難生

活が予想されることから，町内会等の地域住民の皆様に主

体的に避難所の運営を行っていただくことが想定されます

ので，御協力をお願いいたします。 

 

山岸小学校及び下小路中学校の校舎及び屋内運動場のト

イレの洋式化については，市公共施設保有最適化・長寿命

化中期計画に基づき，大規模改修工事に合わせて，令和７

年度までに実施する計画となっております。 

 エアコンについては，避難所となる屋内運動場への整備

は予定しておりませんが，令和元年度に，校舎の普通教室，

保健室，校長室，職員室及び事務室に整備することとして

おります。 

総務部 

危機管理防災課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会 

総務課 
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３ ゆぴあす・市営野球場・県営野球場の利用の方向性につい

て 

山岸地区に身近な「健康・スポーツ施設」である「ゆぴ

あす」「市営・県営野球場」の現状と今後の利用の方向性に

ついて有効利用できるよう具体的に懇談・協議したい。 

「ゆぴあす」は，平成27年度以降，グループ・家族での

利用者と指定管理者主催の教室などの利用者数は年間約26

万人となっております。 

同施設は，平成14年３月の開設から17年が経過し，プー

ル設備や浴場設備の故障が多くなってきておりますが，皆

様に安心して御利用いただけるよう，改修工事等を行いな

がら施設を維持しており，今後も適切な運営に努めてまい

ります。 

なお，同施設はクリーンセンターから熱供給を受けて運

営しており，将来の熱源をどのように確保していくのかな

どの課題があることを踏まえ，施設を利用されている方々

や，市民，関係者等から意見をお聴きするなどにより，今

後の在り方や方向性について検討していく必要があるもの

と存じております。 

 

岩手県営野球場と盛岡市営野球場の現状について，県営

野球場は，昭和45年の岩手国体に合わせて整備され，約50

年を経過している施設です。 

 また，市営野球場は，更に古く昭和13年に整備され，平

成30年度は年間13,387人が利用されておりますが，約80年

を経過しており，両球場とも老朽化が著しい施設となって

おります。 

 このような状況を踏まえ，平成31年１月に岩手県と連携

環境部 

廃棄物対策課 

クリーンセンタ

ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民部 

スポーツ推進課 
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協約を締結し，現在，盛岡南公園に共同による新たな野球

場整備に取り組んでいるところです。 

 今後の利用の方向性につきましては，県営野球場は，岩

手県の判断となるものと存じますが，市営野球場は，新野

球場完成後に廃止することとしており，また，有利な「公

共施設等適正管理推進事業債」を活用した場合，供用後５

年以内に廃止することが条件となっております。 

 その後の跡地利用につきましては，民間への譲渡を前提

としておりますが，健康やスポーツに配慮した施設の配置

の視点から，利用団体や地元の方の御意見を伺いながら検

討してまいりたいと存じます。 

 

 


